
1 

 

地方独立行政法人長野市民病院 役員規程 

 

成 ８ ４月 日 

規 程 第  号 

 

(趣旨  

第 1 条 こ 規程 地方独立行政法人長野市民病院定款 定 ほ 地方独立行政

法人長野市民病院 以 法人 いう 役員 関し必要 事項を定 す  

(責務  

第 2 条 役員 法人 使命 そ 業務 公共性を自覚し 法人 発展 た 職務 あた

け い 

2 役員 法人 利益 相反す 行為を行 い  

(勤務等  

第 3 条 理事長 副理事長 職員を兼務す 者 限 及び理事 常勤 す  

2  職員を兼務す 役員 労働条件等 こ 規程及び他 規程 別 定 あ ほ  

法人 常勤 職員 就業規則を適用す  

3 前 2 項 規定す 役員以外 役員 非常勤役員 す  

(報酬等  

第 4 条 役員 対す 報酬等 地方独立行政法人長野市民病院役員報酬等規程 定 こ

 

(政治的行為等 禁止  

第 5 条 役員 在任中 法人 称を用い 政治活動及び宗教活動を行 い ま 

た 役員 地位を利用し 法人 職員 対しこ 活動を行 い  

(秘密 保持  

第 6 条 役員 職務 知 こ た秘密を漏 し い そ 職を退いた  

様 す  

(営利事業 従事  

第 7 条 常勤 役員 営利を目的 す 団体 役員 又 自 営利事業 従事す 場 

合 理事長 理事長 あ 長野市長 承認を得 け い  

 (倫理  

第 8 条 役員 職務 係 倫理 い 職員 例 取 扱う す  

 (副理事長又 理事 解任  

第 9 条 理事長 地方独立行政法人法 成 15 法 第 118 号 第 17 条第 2 項又 第 3 

項 規定 副理事長又 理事を解任す 当該副理事長又 理事 弁明 機会を

付与し け い  

(補足  

第 10 条 こ 規程 定 ほ 役員 関し必要 事項 理事長 別 定  

 

附 則 

こ 規程 成 28 4 月 1 日 施行す  


